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船舶事故調査報告書 

 

平成２９年６月１日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

委   員  小須田   敏 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２７年１２月２４日 １６時０７分ごろ 

発生場所 山口県下関市角
つの

島西方沖  

角島灯台から真方位２７８°２０.６海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３４°２３.９′ 東経１３０°２５.７′） 

事故の概要 自動車運搬船MEDITERRANEAN
メ デ ィ テ レ ー ニ ア ン

 HIGHWAY
ハ イ ウ ェ イ

は、漂泊中、また、漁船第五

日
にっ

新
しん

丸は、西北西進中、両船が衝突した。 

MEDITERRANEAN HIGHWAY は、左舷中央部外板に擦過傷を生じ、ま

た、第五日新丸は、船首部外板の破口等を生じた。 

事故調査の経過 平成２７年１２月２５日、本事故の調査を担当する主管調査官（門

司事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 自動車運搬船 MEDITERRANEAN HIGHWAY（パナマ共和国籍）、５

５,４９３トン 

９２５０２２０（ＩＭＯ番号）、BRAVEZA MARITIMA S.A． 

１９９.９４ｍ×３２.２０ｍ×２３.７１ｍ、鋼 

ディーゼル機関、１３,９４０kＷ、２００２年２月５日（建

造） 

Ｂ 漁船 第五日新丸、１９トン 

  ＴＴ２－１９２５（漁船登録番号）、日新丸水産有限会社 

１８.９０ｍ（Lr）×３.７９ｍ×１.７３ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、７３６kＷ、昭和６３年６月４日 

第２７２－１７２６０号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 航海士Ａ（フィリピン共和国籍） 男性 ５１歳 

締約国資格受有者承認証 一等航海士（パナマ共和国発給） 

交付年月日 ２０１４年１０月８日 

（２０１６年１２月３１日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ４０歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 平成１４年１０月１５日 

免許証交付日 平成２４年８月６日 

（平成２９年１０月１４日まで有効） 



- 2 - 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 左舷中央部外板に擦過傷 

Ｂ 船首部外板に破口、船首及び船尾マストに曲損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 東南東、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏 

日没時刻：１７時１４分ごろ 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａ（インド国籍）及び航海士Ａほか２０人（インド国

籍６人、フィリピン共和国籍１２人、バングラデシュ人民共和国籍１

人、タイ王国籍１人）が乗り組み、自動車３,５０１台を積載し、平

成２７年１２月１７日２１時００分ごろ、大韓民国蔚
ウル

山
サン

市蔚山港を出

港し、１８日午前から長崎県対馬北方沖で運転不自由船を示す形象物

（黒球２個）を掲げ、漂泊を開始した。 

Ａ船は、風潮流及び海流に圧流され、２４日１３時５０分ごろ角島

西方沖で漂泊を続けていた。 

航海士Ａは、近くに漁船がいるので注意するよう前直者から引継ぎ

を受け、１６時００分ごろ操舵手Ａと共に船橋当直につき、運転不自

由船を示す紅色の全周灯２個を表示した。 

航海士Ａ及び操舵手Ａは、３Ｍと６Ｍレンジに設定したレーダーと

目視による見張りを行い、Ａ船の３Ｍ以内にいる船はＢ船だけで、そ

の位置はＡ船の左舷後方（東南東方）約１.２Ｍの距離であることを

認めた。 

航海士Ａは、Ｂ船との距離が縮まらないように思えたので、右舷方

の見張りを行っていたところ、船橋左舷側にいた操舵手Ａから、左舷

船尾方からＢ船が接近して来ているとの報告を受けた。 

Ａ船は、航海士Ａが、左舷船尾方約３００ｍに迫ったＢ船を認め、

操舵手Ａに指示して昼間信号灯をＢ船の操舵室に向けて照射したもの

の、１６時０７分ごろＡ船の左舷中央部とＢ船の船首部とが衝突し

た。 

航海士Ａは、乗組員に本事故の発生したことを知らせる目的で非常

警報を鳴らし、左舷及び右舷ウイングからＢ船を捜したが、発見でき

なかった。 

航海士Ａは、昇橋してきた船長Ａに本事故の発生及びその状況を報

告した。 

船長Ａは、Ａ船の船首方約２００ｍにＢ船がいるとの報告を受け、

近くに来るよう前部甲板上からＢ船に大声で呼び掛けたが、Ｂ船が離

れて行ったので、運航会社に連絡し、漂泊を続けた。 

Ａ船は、１７時５５分ごろ海上保安庁から指示を受け、関門港下関

区に着岸した。 

Ｂ船は、船長Ｂほか３人が乗り組み、２４日１３時００分ごろ福岡

県宗像
むなかた

市沖ノ島北方沖の漁場に向け、下関市特
こっ

牛
とい

港を出港し、約９～
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９.５ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で西北西進してい

た。 

船長Ｂは、単独で当直につき、自動操舵で針路を真方位２８０°に

設定し、３Ｍレンジに設定したレーダーで前方に他船がいないことを

確認した後、操舵スタンドから操舵室後部の板の間に移動し、あぐら

をかいて板の間に座り、板の間に置いたテレビを見ながら、時々操舵

スタンド横のレーダーを見ていた。 

Ｂ船は、船長Ｂが、座っていた姿勢から肘枕をついて横になった姿

勢でいたところ、いつの間にか居眠りに陥り、同じ針路及び速力で航

行を続け、Ａ船の左舷中央部に衝突した。 

船長Ｂは、突然衝撃を受けて覚醒し、主機を停止した。 

船長Ｂは、Ａ船と衝突したことを知り、損傷状況を調べ、航行可能

であることを確認した後、海上保安庁に本事故の発生を通報した。 

Ｂ船は、巡視艇の到着後、自力航行により関門港門司区に着岸し

た。 

（付図１ 事故発生経過概略図、付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋）

参照） 

 その他の事項 Ａ船は、大韓民国光陽
クァンヤン

市光陽港に入港する予定になっていたが、

入港する日時が未定であったので、主機を停止して漂泊しながら、運

航会社からの連絡を待っていた。 

Ａ船は、本事故当時、風潮流及び海流により約０.８knの速力で南

東方に圧流されていた。 

航海士Ａは、本事故時、夕方であるので、昼間信号灯をＢ船に照射

することが注意喚起に有効であると考えた。 

Ｂ船は、操舵室後部が、上下２段に分かれており、下段が寝台で、

上段の板の間の前部にテレビが置かれていた。 

船長Ｂは、約６年間のＢ船の船長経験があり、角島付近では小型漁

船が多いが、角島を過ぎればいなくなるので、手動操舵から自動操舵

に切り替えて板の間に移動して当直を行っていた。 

船長Ｂは、２５日から正月休みに入ることにしていたので、気持ち

が緩んでいたかもしれないと本事故後に思った。 

船長Ｂは、Ａ船の昼間信号灯の照射には気付かなかった。 

Ｂ船の他の乗組員は、本事故発生時、船室で休んでいた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ なし、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、角島西方沖において、運転不自由船を示す灯火を掲げて漂

泊中、航海士Ａが、左舷船尾方からＢ船が接近して来るとの報告を操

舵手Ａから受け、左舷船尾方約３００ｍに接近したＢ船を認め、Ｂ船
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に昼間信号灯を照射したものの、Ａ船の左舷中央部とＢ船の船首部と

が衝突したものと考えられる。 

航海士Ａは、注意を喚起することに最も有効である方法としてＢ船

の操舵室に向けて昼間信号灯を照射させたが、汽笛を使用して注意を

喚起していれば、船長Ｂが覚醒してＡ船の存在に気付いた可能性があ

ると考えられる。 

Ｂ船は、角島西方沖を自動操舵により西北西進中、船長Ｂが、単独

で当直中、居眠りに陥ったことから、Ａ船に向かう態勢で航行し、Ａ

船と衝突したものと考えられる。 

船長Ｂは、海上が平穏であったこと、３Ｍレンジに設定したレーダ

ーで前方に他船がいないことを確認したこと、正月休みを控えて気が

緩んでいたこと及び操舵室後部の板の間で横になっていたことから、

居眠りに陥った可能性があるものと考えられる。 

原因 本事故は、角島西方沖において、Ａ船が運転不自由船を示す灯火を

掲げて漂泊中、Ｂ船が自動操舵により西北西進中、船長Ｂが、単独で

当直中、居眠りに陥ったため、Ａ船に向かう態勢で航行を続け、両船

が衝突したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・航行中は、常時適切な見張りを行うこと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

事故発生場所（平成２７年１２月

２４日 １６時０７分ごろ発生） 

蔚山港 

光陽港 

山口県 

下関市 

大韓民国 

角島灯台 
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Ａ船 

Ｂ船 

特牛港 
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付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

 

時 刻 

（時：分：秒） 

船 位※ 
対地針路※ 

（°） 

船首方位※ 

（°） 

対地速力 

（kn） 
北 緯 

（°－′－″） 

東 経 

（°－′－″） 

15:15:08 034-24-25.0 130-24-57.1 120 229 0.6 

15:30:10 034-24-19.3 130-25-08.1 131 226 0.7 

15:48:09 034-24-09.5 130-25-21.5 131 239 1.0 

16:00:08 034-24-02.5 130-25-32.5 126 233 0.8 

16:03:08 034-24-01.2 130-25-35.0 128 229 0.8 

16:06:09 034-23-59.8 130-25-37.1 132 230 0.8 

16:09:12 034-23-58.3 130-25-39.3 126 232 0.8 

16:12:06 034-23-56.9 130-25-41.6 129 234 0.7 

16:33:06 034-23-47.6 130-25-56.9 130 251 0.7 

16:45:11 034-23-41.9 130-26-04.6 138 257 0.7 

17:00:10 034-23-33.5 130-26-14.1 135 260 0.7 

17:09:09 034-23-29.2 130-26-19.5 132 254 0.7 

※船位は、Ａ船の船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。また、対地針路及び船首方

位は真方位である。 

 


